
市川市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高度処理型合併処理浄化槽の設置を促進し、環境衛生の

向上及び生活排水による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るため、既存単

独処理浄化槽又はくみ取便槽を高度処理型合併処理浄化槽に転換する者に

対し、予算の範囲内において、市川市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事

業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、市川市補助

金等交付規則（平成８年規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 高度処理型合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で

あって、次に掲げる要件を備えるものをいう。 

ア 生物化学的酸素要求量の除去率が９０パーセント以上であること。 

イ 当該浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値が放 

流水１リットルにつき２０ミリグラム以下であること。 

ウ  当該浄化槽からの放流水の総窒素濃度が放流水１リットルにつき 

２０ミリグラム以下又は当該浄化槽からの放流水の総燐濃度が放流水

１リットルにつき１ミリグラム以下であること。 

エ 規模が１０人槽以下であること。 

オ 全国浄化槽推進市町村協議会において行う合併処理浄化槽登録制度 

に基づく登録を受けていること。 

⑵ 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律（平成１２年法律

第１０６号）附則第２条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。 

⑶ 指定地域 市内の区域であって、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第４条第１項の規定により市が策定した事業計画に定める予定処理区域

以外の区域及び当該予定処理区域で下水道の整備が当分の間見込まれな



いものとして市長が指定する区域をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、指定区域内において住宅（自己の居住の用に供するものに限る。以下同

じ。）に高度処理型合併処理浄化槽を設置する者とする。ただし、次の各号

のいずれかに該当する者を除く。 

⑴ 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第５条第１項の規定による設置の

届出を行わずに、高度処理型合併処理浄化槽を設置する者 

⑵ 土地を借りている者であって高度処理型合併処理浄化槽を設置するこ

とについて当該土地の所有者の承諾が得られないもの 

⑶ 第６条第１項の規定による補助金の交付の決定の通知を受ける前に高

度処理型合併処理浄化槽の設置に係る工事に着手する者 

⑷ 補助金の交付の決定を受けようとする年度の前年度（以下この条におい

て「前年度」という。）の１１月３０日までに補助金の交付の申請をした

者であって、次のいずれかに該当するもの（その者と同一の世帯に属する

者その他のその者と同一の住宅に居住する者を含む。）。ただし、市長が

やむを得ない事情があると認める者を除く。 

ア 前年度に補助金の交付の決定を受け、かつ、前年度の１１月３０日後

に高度処理型合併処理浄化槽の設置の廃止に係る第７条第１項に規定

する変更等承認申出書を提出した者 

イ 前年度に補助金の交付の決定を受け、かつ、前年度の１１月３０日後

に規則第１８条第１項の規定による補助金の交付の決定の取消しを受

けた者（同日以前にアの承認申出書を提出した者を除く。） 

ウ 前年度の１１月３０日後に補助金の不交付の決定を受けた者 

⑸ 第５条第１項の規定に基づき、補助金の交付の申請をした日の属する年

度の次年度の補助対象者とならないこととなることに同意した上で前年

度の１２月１日から同月２８日までの間に補助金の交付の申請をした者

（その者と同一の世帯に属する者その他のその者と同一の住宅に居住す



る者を含む。）。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める者を除

く。 

⑹ 補助金の交付の申請をする日の属する年度の前年度分（以下「前年度分」

という。）の住民税を滞納している者 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 

⑴ 既存単独処理浄化槽を高度処理型合併処理浄化槽に転換する場合の補

助 既存単独処理浄化槽の撤去（既存単独処理浄化槽を洗浄、消毒等の公

衆衛生上適切な措置を講じて雨水小型貯留施設（市川市宅地における雨水

の地下への浸透及び有効利用の推進に関する条例（平成１７年条例第１３

号）第２条第５号に規定する雨水小型貯留施設をいい、市の他の補助を受

けて設置するものを除く。以下同じ。）に再利用する場合を含む。以下こ

の号において同じ。）に要する費用、宅内配管工事に要する費用及び高度

処理型合併処理浄化槽の設置に要する費用の合計額に相当する額。ただし、

既存単独処理浄化槽の撤去については１８０,０００円を限度とし、配管

については３００,０００円を限度とし、高度処理型合併処理浄化槽の設

置については次の表の左欄に掲げる高度処理型合併処理浄化槽の規模の

区分に応じ、同表の中欄に定める額（高度処理型合併処理浄化槽からの放

流水の総窒素濃度が放流水１リットルにつき１０ミリグラム以下である

ものを設置する場合にあっては、その額に同表の右欄に定める額を加算し

た額）を限度とする。 

高度処理型合併処理浄化槽の規模 補助金の限度額 加算額 

５人槽 ３６０,０００円 ３１４,０００円 

６人槽又は７人槽 ４６２,０００円 ３０８,０００円 

８人槽から１０人槽まで ５８５,０００円 ３３８,０００円 

⑵ くみ取便槽を高度処理型合併処理浄化槽に転換する場合の補助 くみ



取便槽の撤去に要する費用、宅内配管工事に要する費用及び高度処理型合

併処理浄化槽の設置に要する費用の合計額に相当する額。ただし、くみ取

便槽の撤去については１００ ,０００円を限度とし、配管については  

３００,０００円を限度とし、高度処理型合併処理浄化槽の設置について

は前号の表の左欄に掲げる高度処理型合併処理浄化槽の規模の区分に応

じ同表の中欄に定める額（高度処理型合併処理浄化槽からの放流水の総窒

素濃度が放流水１リットルにつき１０ミリグラム以下であるものを設置

する場合にあっては、その額に同表の右欄に定める額を加算した額）を限

度とする。 

２ 前項の規定は、既存の住宅の建替え又は増築に伴い、既存単独処理浄化槽

又はくみ取便槽を高度処理型合併処理浄化槽に転換する場合には、適用しな

い。 

（交付の申請） 

第５条 規則第３条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、当

該申請をしようとする日の属する年度の１１月３０日（第３条第５号に該当

する者として当該年度の次年度の補助対象者とならないこととなることに

ついて同意する者にあっては、１２月２８日）までに、市川市高度処理型合

併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し 

⑵ 設置場所の案内図及び高度処理型合併処理浄化槽を設置する住宅の各

階の平面図 

⑶ 土地を借りている者は、当該土地の所有者の承諾書 

⑷ 見積書の写し 

⑸ 高度処理型合併処理浄化槽の概要書の写し及び構造図 

⑹ 工事請負契約書の写し 

⑺ 高度処理型合併処理浄化槽の位置及び敷地内排水系統を含んだ住宅の

配置図であって、次に掲げる事項を記載したもの 



ア 建物、道路又は隣地から高度処理型合併処理浄化槽の側面までの離隔

距離 

イ 高度処理型合併処理浄化槽を土圧等から保護する必要がある場合に 

あっては、その方法及び仕様 

ウ 高度処理型合併処理浄化槽を設置した箇所の上部の駐車場としての利

用の有無 

⑻ 排水ヘッダーを設置する場合にあっては、その仕様書及び点検口を記載

した図面 

⑼ 浄化槽法第１３条第１項に基づく型式の認定を受けた高度処理型合併

処理浄化槽にあっては、全国浄化槽推進市町村協議会による登録証の写し

及び管理票並びに社団法人全国浄化槽団体連合会による保証登録証 

⑽ 既存単独処理浄化槽又はくみ取便槽の転換計画書（様式第２号） 

⑾ 高度処理型合併処理浄化槽の保守点検及び清掃に関する誓約書（様式第

３号） 

⑿ 前年度分の住民税の納税証明書 

⒀ その他市長が必要と認める書類 

２ 補助対象者が１つの高度処理型合併処理浄化槽につき２人以上いるとき

は、前項の規定による補助金の交付の申請は、補助対象者全員の同意により

代表者を決め、その代表者が行うものとする。この場合において、当該代表

者は、当該補助対象者全員の同意を得たことを証する書類を市長に提出しな

ければならない。 

３ 市長は、補助金の申請の内容に不備があるときは、当該申請をした者に対

してその補正を求めるものとする。 

（決定の通知） 

第６条 規則第６条の規定による通知は、市川市高度処理型合併処理浄化槽設

置整備事業補助金交付可否決定通知書（様式第４号）によるものとする。 

２ 規則第５条第１項の規定により付する条件は、次に掲げる事項とする。 

⑴ 浄化槽法その他関係法令の規定を遵守すること。 



⑵ 高度処理型合併処理浄化槽の設置に係る工事は、別表に定める基準に従

い施工すること。 

⑶ 高度処理型合併処理浄化槽の据付時に、浄化槽法第２条第１０号に規定

する浄化槽設備士（第８条第４号アにおいて「浄化槽設備士」という。）

の立会いの下に当該職員による中間検査を受けること。 

３ 市長は、前条第３項の規定により申請の内容の補正を求めた場合において、

その日から２週間を経過してもなお補正がされないときは、補助金を交付し

ない旨の決定をするものとする。 

（変更等の承認） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

規則第８条の規定による承認を受けようとする場合は、市川市高度処理型合

併処理浄化槽設置整備事業変更等承認申出書（様式第５号）を市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、前項の承認申出書の提出を受けた場合において、申請事項の内容

の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を承認したときは、市川市高度処理

型合併処理浄化槽設置整備事業変更等承認通知書（様式第６号）により補助

事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、規則第１３条の規定により実績報告をしようとすると

きは、補助事業の完了後１月以内の日（前条第２項の規定による補助事業の

廃止の承認通知を受けた場合は、当該通知を受けた日から１月以内）又は補

助金の交付の決定を受けた日の属する年度の３月２０日のいずれか早い日

（閉庁日に当たる場合はその前平日）までに、市川市高度処理型合併処理浄

化槽設置整備事業実績報告書（様式第７号）に、次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

⑴ 浄化槽の保守点検を補助事業者が浄化槽保守点検業者に委託して行う

場合にあっては、当該浄化槽保守点検業者との業務委託契約書（当該浄化

槽保守点検業者が浄化槽の保守点検及び清掃並びに浄化槽法第１１条第



１項に規定する検査に係る受検手続きを行う旨の条項が記載されたもの

に限る。）の写し 

⑵ 浄化槽の保守点検を補助事業者が行う場合にあっては、補助事業者に係

る浄化槽法第４５条第１項に規定する浄化槽管理士免状の写し、浄化槽の

清掃に係る業務委託契約書の写し及び浄化槽法第１１条第１項に規定す

る検査に係る検査依頼書の写し 

⑶ 浄化槽法第７条第１項に規定する検査に係る検査依頼書の写し及び検査

費用を納付したことを証する書類の写し 

⑷ 既存単独処理浄化槽又はくみ取便槽の転換に係る工事及び高度処理型合

併処理浄化槽の設置工事に係る領収書又は請求書の写し 

⑸ 高度処理型合併処理浄化槽の設置工事に係る次に掲げる写真 

ア 浄化槽設備士が実地に監督していることを証明する写真 

イ 掘削工事及び山留めの状況を示す写真 

ウ 基礎工事（防護工事を含む。）の状況を示す写真 

エ 据付工事の状況を示す写真 

オ 埋戻しの状況を示す写真 

カ 上部スラブ工事の状況を示す写真 

キ かさ上げの状況を示す写真 

ク 工事完了の状況を示す写真 

⑹ 高度処理型合併処理浄化槽施工結果報告書（様式第８号） 

⑺ 既存単独処理浄化槽又はくみ取便槽の転換結果報告書（様式第９号）及

び次に掲げる写真 

ア 既存単独処理浄化槽若しくはくみ取便槽の撤去工事又は既存単独処

理浄化槽を雨水小型貯留施設に再利用するための工事の着工前の状況

を示す写真 

イ 汚泥のくみ取り作業の状況を示す写真 

ウ 消毒作業の状況を示す写真 

エ 既存単独処理浄化槽若しくはくみ取便槽の撤去工事又は既存単独処



理浄化槽を雨水小型貯留施設に再利用するための工事及び埋戻し工事

の状況を示す写真 

オ 既存単独処理浄化槽若しくはくみ取便槽の撤去工事又は既存単独処

理浄化槽を雨水小型貯留施設に再利用するための工事及び埋戻し工事

完了時の状況を示す写真 

⑻ 浄化槽法第１０条の２第１項の規定により千葉県知事に提出した報告

書の写し 

⑼ その他市長が必要と認める書類 

（完了検査の立会い） 

第９条 補助事業者は、規則第１５条の規定により行う完了検査に立ち会わな

ければならない。ただし、やむを得ない理由により補助事業者が立ち会えな

い場合にあっては、補助事業者に代わり、補助事業者と同一の世帯に属する

者その他の補助事業者と同一の住宅に居住する者が立ち会うものとする。 

（確定の通知） 

第１０条 市長は、規則第１５条の規定により補助金の額を確定したときは、

市川市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書（様

式第１０号）により補助事業者に通知するものとする。 

（交付の請求） 

第１１条 規則第１６条に規定する交付請求書は、市川市高度処理型合併処理

浄化槽設置整備事業補助金交付請求書（様式第１１号）とする。 

（交付の手続その他の行為の委任） 

第１２条 補助対象者は、高度処理型合併処理浄化槽の設置に係る工事を施工

する者に補助金の交付に係る手続その他の行為（第９条に規定する完了検査

の立会いを除く。）を委任することができる。この場合において、委任を受

けた者は、補助対象者から委任を受けたことを証する書類を市長に提出しな

ければならない。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成８年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の市川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付

要綱の規定は、平成８年１０月１日以後に交付申請のあった補助金について

適用し、同日前に交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成９年１０月１日から施行する。ただし、第２条第５号の

改正規定及び第５条第８号の改正規定中「、及び管理票、」を「及び管理票」

に、「保証登録証。」を「保証登録証」に改める部分は、平成９年９月２４

日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２条第２号及び第３号並びに第５条第８号の規定は、平成９年

１０月１日以後に申請のあった補助金から適用し、同日前に申請のあった補

助金については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第３条及び第５条の規定は、平成１１年４月１日以後に交付申請

のあった補助金について適用し、同日前に交付申請のあった補助金について

は、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ 改正後の別表の規程は、平成１２年４月１日以後に交付申請のあった補助

金について適用し、同日前に交付申請のあった補助金については、なお従前

の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の市川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平

成１６年４月１日以後に交付申請のあった補助金について適用し、同日前に

交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２条及び第８条の規定は、平成１７年４月１日以後に交付申請

のあった補助金について適用し、同日前に交付申請のあった補助金について

は、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条第３項の規定は、平成１９年４月１日以後に交付申請のあ

った補助金について適用し、同日前に交付申請のあった補助金については、

従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ 改正後の市川市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

の規定は、平成２０年４月１日以後に交付申請のあった市川市高度処理型合

併処理浄化槽設置整備事業補助金について適用し、同日前に交付申請のあっ

た市川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金については、なお従前の例によ

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の市川市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

の規定は、平成２１年４月１日以後に交付申請のあった補助金について適用

し、同日前に交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月２２日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の市川市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

の規定は、平成２２年４月２２日以後に交付申請のあった補助金について適

用し、同日前に交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の市川市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

の規定は、平成２３年４月１日以後に交付申請のあった補助金について適用

し、同日前に交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 



１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の市川市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

の規定は、平成２６年４月１日以後に交付申請のあった補助金について適用

し、同日前に交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の市川市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

の規定は、平成３１年４月１１日以後に交付の申請があった市川市高度処理

型合併処理浄化槽設置整備事業補助金（以下「補助金」という。）について

適用し、同日前に交付の申請があった補助金については、なお従前の例によ

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の市川市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

の規定は、令和２年４月１日以後に交付の申請があった市川市高度処理型合

併処理浄化槽設置整備事業補助金（以下「補助金」という。）について適用

し、同日前に交付の申請があった補助金については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際現に存する改正前の様式による用紙については、必要

な補正をして使用することができる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 



２ 改正後の市川市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

の規定は、令和３年４月１日以後に交付の申請があった市川市高度処理型合

併処理浄化槽設置整備事業補助金（以下「補助金」という。）について適用

し、同日前に交付の申請があった補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の市川市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

の規定は、令和４年４月１日以後の申請に係る市川市高度処理型合併処理浄

化槽設置整備事業補助金（以下「補助金」という。）について適用し、同日

前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の市川市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

の規定は、令和５年４月１日以後の申請に係る市川市高度処理型合併処理浄

化槽設置整備事業補助金（以下「補助金」という。）について適用し、同日

前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。 


